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国

税

庁

は

６

月

�

日

、

法

人

税

基

本

通

達

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

を

公

表

し

た

。

主

な

改

正

点

は

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

関

連

者

間

取

引

に

係

る

書

類

の

整

理

保

存

の

特

例

、

研

究

開

発

税

制

の

見

直

し

や

外

国

子

会

社

合

算

税

制

の

見

直

し

な

ど

。

関

連

者

間

取

引

の

書

類

保

存

特

例

で

は

同

日

に

、

同

特

例

の

運

用

に

当

た

っ

て

の

基

本

的

な

考

え

方

及

び

取

扱

い

に

つ

い

て

（

事

務

運

営

指

針

）

が

公

表

さ

れ

て

い

る

。

事

務

運

営

指

針

で

は

、

記

載

内

容

の

程

度

、

実

地

調

査

時

に

お

け

る

対

応

、

青

色

申

告

の

承

認

の

取

消

し

に

係

る

取

扱

い

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

主 な 記 事

８年分路線価、全国平均は２．９％上昇 ２面

日税連が９年度税制改正で建議 ２面

国税庁が７年度の査察の概要公表 ３面

税理士等でない者が税務相談で命令 ４面

　

国

税

庁

は

１

日

、

令

和

８

年

度

（

第

�

回

）

税

理

士

試

験

の

受

験

申

込

者

数

を

発

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

今

年

度

の

受

験

申

込

者

数

は

昨

年

度

よ

り

４

３

７

人

多

い

４

万

５

９

５

４

人

で

、

４

年

連

続

で

増

加

、

５

年

度

か

ら

４

万

人

台

を

記

録

し

続

け

て

い

る

こ

と

が

分

か

っ

た

。

　

税

理

士

試

験

を

巡

っ

て

は

、

４

年

度

に

実

施

さ

れ

た

税

理

士

制

度

の

見

直

し

に

よ

り

、

会

計

学

科

目

（

簿

記

論

・

財

務

諸

表

論

）

に

つ

い

て

、

受

験

資

格

を

撤

廃

す

る

な

ど

の

受

験

資

格

要

件

が

変

更

さ

れ

て

お

り

、

５

年

度

の

試

験

か

ら

施

行

さ

れ

て

い

る

。

　

関

連

者

間

取

引

の

書

類

保

存

特

例

は

、

内

国

法

人

に

対

し

、

関

連

者

と

の

間

で

関

連

者

間

取

引

を

行

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

関

連

者

間

取

引

に

関

し

て

受

領

し

、

ま

た

は

作

成

し

た

書

類

等

に

必

要

記

載

事

項

の

記

載

等

が

な

い

と

き

は

、

そ

の

記

載

等

が

な

い

事

項

（

特

定

事

項

）

を

明

ら

か

に

す

る

書

類

（

特

定

事

項

記

載

書

類

）

を

取

得

し

、

ま

た

は

作

成

す

る

と

と

も

に

、

そ

の

特

定

事

項

記

載

書

類

の

整

理

及

び

保

存

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

て

い

る

。

　

①

基

本

的

な

考

え

方

で

は

、

本

特

例

の

趣

旨

及

び

内

容

を

踏

ま

え

、

取

引

の

実

態

に

即

し

て

特

定

事

項

記

載

書

類

の

保

存

等

の

義

務

の

履

行

の

状

況

を

個

別

具

体

的

に

判

断

す

る

と

と

も

に

、

社

会

通

念

も

踏

ま

え

、

事

実

関

係

、

保

存

可

能

性

等

の

具

体

的

事

情

を

総

合

的

に

勘

案

し

、

適

切

に

運

用

す

る

よ

う

留

意

す

る

と

し

た

。

　

②

損

金

算

入

と

の

関

係

で

は

、

特

定

事

項

記

載

書

類

の

保

存

等

が

行

わ

れ

て

い

な

い

場

合

で

あ

っ

て

も

、

そ

の

こ

と

の

み

を

も

っ

て

、

関

連

者

間

取

引

に

係

る

費

用

の

損

金

算

入

が

直

ち

に

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

に

な

る

も

の

で

は

な

い

と

し

た

。

　

③

記

載

内

容

の

程

度

に

関

す

る

基

本

的

な

考

え

方

と

特

定

事

項

記

載

書

類

の

取

扱

い

で

は

、

必

要

記

載

事

項

は

、

関

連

者

間

取

引

の

内

容

を

第

三

者

の

立

場

か

ら

み

て

客

観

的

に

把

握

す

る

こ

と

が

で

き

る

程

度

の

記

載

が

求

め

ら

れ

る

も

の

で

あ

り

、

特

定

事

項

の

内

容

及

び

記

載

の

程

度

に

つ

い

て

は

、

対

価

の

額

ま

た

は

費

用

の

額

の

算

定

ま

た

は

計

算

の

方

法

並

び

に

資

産

ま

た

は

役

務

の

提

供

の

内

容

及

び

そ

の

資

産

の

果

た

す

機

能

等

を

踏

ま

え

、

実

態

に

即

し

て

個

別

具

体

的

に

判

断

す

る

と

し

た

。

　

特

定

事

項

の

内

容

に

つ

い

て

は

、

関

連

者

間

取

引

の

内

容

に

応

じ

て

判

断

す

る

と

し

て

、

例

示

等

が

示

さ

れ

て

い

る

。

な

お

、

当

該

関

連

者

間

取

引

に

関

し

て

受

領

し

、

ま

た

は

作

成

し

た

書

類

等

に

お

け

る

記

載

等

が

、

例

え

ば

、

対

価

の

額

に

つ

い

て

一

式

と

さ

れ

て

い

た

り

、

取

引

の

内

容

が

抽

象

的

に

表

示

さ

れ

て

い

る

の

み

で

あ

る

な

ど

、

当

該

関

連

者

間

取

引

の

実

態

を

把

握

す

る

に

足

り

る

も

の

で

は

な

い

場

合

に

は

、

当

該

書

類

等

の

記

載

等

の

み

を

も

っ

て

必

要

記

載

事

項

の

記

載

等

が

あ

る

と

は

い

え

ず

、

特

定

事

項

が

生

ず

る

こ

と

と

な

る

こ

と

に

留

意

す

る

と

し

て

い

る

。

　

④

実

地

調

査

時

に

お

け

る

対

応

で

は

、

保

存

場

所

の

取

扱

い

及

び

運

用

上

の

留

意

点

、

保

存

等

が

な

い

ま

た

は

不

十

分

な

場

合

の

対

応

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

⑤

青

色

申

告

の

承

認

の

取

消

し

に

係

る

取

扱

い

で

は

、

基

本

的

な

考

え

方

な

ど

が

示

さ

れ

て

お

り

、

取

消

処

分

の

要

否

に

係

る

判

断

は

、

上

記

④

に

よ

り

そ

の

保

存

等

の

状

況

及

び

そ

の

是

正

の

可

否

等

を

把

握

し

た

上

で

、

そ

の

違

反

の

程

度

そ

の

他

の

事

情

を

踏

ま

え

、

適

切

に

行

う

と

し

た

。

　

⑥

青

色

申

告

法

人

以

外

の

普

通

法

人

等

に

係

る

取

扱

い

で

は

、

関

連

者

間

取

引

の

実

態

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

な

ど

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

推

計

課

税

の

要

否

に

つ

い

て

検

討

を

要

す

る

こ

と

に

留

意

す

る

と

し

た

。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

相

続

税

法

基

本

通

達

等

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

と

「

租

税

特

別

措

置

法

第

�

条

第

１

項

後

段

の

規

定

に

よ

る

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

の

取

扱

い

に

つ

い

て

」

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

を

公

表

し

た

。

　

相

基

通

等

の

改

正

は

、

公

益

信

託

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

よ

り

、

公

益

信

託

に

係

る

相

続

税

お

よ

び

贈

与

税

の

課

税

関

係

の

見

直

し

、

相

続

財

産

を

公

益

信

託

の

信

託

財

産

と

す

る

た

め

に

支

出

し

た

場

合

の

相

続

税

の

非

課

税

措

置

の

改

正

等

が

行

わ

れ

た

こ

と

な

ど

に

伴

い

、

法

令

解

釈

に

当

た

り

留

意

す

べ

き

事

項

等

を

定

め

る

ほ

か

所

要

の

取

扱

い

等

を

整

備

す

る

も

の

。

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

の

取

扱

い

に

関

す

る

通

達

の

改

正

は

令

和

６

年

度

税

制

改

正

等

の

施

行

に

よ

り

、

措

置

法

�

条

の

規

定

の

対

象

と

な

る

公

益

法

人

等

の

範

囲

に

公

益

信

託

の

受

託

者

が

追

加

さ

れ

た

こ

と

等

に

伴

い

、

法

令

解

釈

に

当

た

り

留

意

す

べ

き

事

項

等

を

定

め

る

ほ

か

所

要

の

取

扱

い

な

ど

を

整

備

す

る

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

の

取

扱

い

に

関

す

る

通

達

の

改

正

で

は

、

措

置

法

施

行

令

�

条

の

�

第

６

項

第

２

号

イ

に

規

定

す

る

「

そ

の

公

益

信

託

が

、

そ

の

信

託

行

為

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

適

正

に

運

営

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

か

」

か

ど

う

か

の

判

定

を

ど

の

よ

う

に

行

う

か

に

つ

い

て

規

定

が

新

設

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

同

庁

は

７

月

１

日

、

「

公

益

信

託

に

財

産

を

拠

出

し

た

場

合

に

お

け

る

譲

渡

所

得

等

の

非

課

税

の

特

例

の

あ

ら

ま

し

」

「

公

益

法

人

等

に

財

産

を

寄

附

し

た

場

合

に

お

け

る

『

租

税

特

別

措

置

法

第

�

条

の

規

定

に

よ

る

承

認

申

請

書

』

の

記

載

の

し

か

た

」

「

公

益

信

託

に

財

産

を

拠

出

し

た

場

合

に

お

け

る

『

租

税

特

別

措

置

法

第

�

条

の

規

定

に

よ

る

承

認

申

請

書

』

の

記

載

の

し

か

た

」

「

『

租

税

特

別

措

置

法

第

�

条

の

規

定

に

よ

る

届

出

書

等

』

の

記

載

の

し

か

た

」

も

そ

れ

ぞ

れ

公

表

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ７ ６

第３７０５号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２６年



　

給

付

付

き

税

額

控

除

や

食

料

品

消

費

税

率

ゼ

ロ

を

検

討

し

て

い

る

社

会

保

障

国

民

会

議

で

、

そ

の

財

源

と

し

て

、

租

税

特

別

措

置

の

見

直

し

な

ど

が

示

さ

れ

た

。

昨

年

の

い

わ

ゆ

る

ガ

ソ

リ

ン

暫

定

税

率

の

廃

止

に

伴

う

代

替

財

源

の

議

論

で

、

租

税

特

別

措

置

の

見

直

し

が

浮

上

し

た

こ

と

を

思

い

出

す

★

ガ

ソ

リ

ン

暫

定

税

率

の

廃

止

は

１

・

５

兆

円

程

度

の

減

収

と

さ

れ

て

お

り

、

８

年

度

税

制

改

正

で

は

、

国

税

に

お

い

て

、

賃

上

げ

促

進

税

制

の

見

直

し

で

６

７

５

０

億

円

の

増

収

、

極

め

て

高

い

水

準

の

所

得

に

対

す

る

負

担

の

適

正

化

措

置

の

見

直

し

で

２

８

７

０

億

円

の

増

収

が

見

込

ま

れ

て

い

る

★

国

民

会

議

で

検

討

し

て

い

る

、

２

年

間

の

消

費

税

減

税

と

給

付

を

合

わ

せ

る

と

、

必

要

な

財

源

は

５

兆

円

程

度

と

さ

れ

て

い

る

。

ガ

ソ

リ

ン

の

時

と

比

べ

る

と

３

倍

超

の

財

源

が

必

要

と

な

る

。

９

年

度

税

制

改

正

で

は

、

前

年

度

以

上

に

租

税

特

別

措

置

が

見

直

さ

れ

る

の

だ

ろ

う

か

。

（

Ｔ

）

各国税局の標準宅地の評価

基準額の対前年変動率の平均値

国税局

（所）

８年分

（％）

７年分

（％）

札幌 １．８ ２．４

仙台 １．２ １．８

関東信越 １．２ １．０

東京 ６．３ ５．７

金沢 ０．５ ０．１

名古屋 １．２ １．４

大阪 ３．２ ２．７

広島 １．６ １．６

高松 ▲０．２ ▲０．３

福岡 ３．６ ４．６

熊本 １．６ １．４

沖縄 ６．６ ６．３

全国平均 ２．９ ２．７

　

国

税

庁

は

１

日

、

令

和

８

年

分

の

路

線

価

等

を

公

表

し

た

。

全

国

約

�

万

７

０

０

０

地

点

の

標

準

宅

地

の

評

価

基

準

額

の

対

前

年

変

動

率

の

平

均

値

は

、

２

・

９

％

上

昇

（

前

年

は

２

・

７

％

上

昇

）

し

、

５

年

連

続

の

上

昇

と

な

っ

た

。

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

は

、

同

日

に

８

年

分

の

路

線

価

等

を

公

開

し

て

い

る

。

（

６

月

�

日

）

軽

自

動

車

検

査

協

会

理

事

（

関

東

信

越

国

税

不

服

審

判

所

長

）

徳

田

　

郁

生

（

１

日

）

関

東

財

務

局

長

（

大

阪

国

税

局

長

）

彦

谷

　

直

克

大

阪

国

税

局

長

（

財

務

省

大

臣

官

房

付

）岩

元

　

達

弘

関

東

信

越

国

税

不

服

審

判

所

長

＜

首

席

国

税

審

判

官

＞

（

財

務

省

大

臣

官

房

付

）

吾

郷

　

俊

樹

国

税

庁

長

官

官

房

付

（

独

立

行

政

法

人

中

小

企

業

基

盤

整

備

機

構

業

務

統

括

役

＜

災

害

対

策

支

援

部

長

＞

）

長

谷

川

貴

則

近

畿

財

務

局

総

務

部

長

（

浅

草

税

務

署

長

）

宮

尾

　

英

志

兼

浅

草

税

務

署

長

心

得

（

浅

草

税

務

署

副

署

長

）

池

場

　

征

吾

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

令

和

９

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

建

議

書

」

を

決

定

し

公

表

し

た

。

重

要

建

議

項

目

と

し

て

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

の

適

正

化

を

図

る

た

め

所

要

の

見

直

し

を

行

う

こ

と

、

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

に

つ

い

て

、

所

得

に

応

じ

た

き

め

細

や

か

な

給

付

に

一

本

化

す

る

方

法

を

検

討

す

る

こ

と

な

ど

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

　

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

の

適

正

化

で

は

例

え

ば

、

類

似

業

種

比

準

方

式

は

、

株

式

交

換

等

の

方

法

に

よ

り

比

較

的

容

易

に

会

社

の

属

性

を

変

化

さ

せ

る

こ

と

に

よ

り

、

評

価

を

大

き

く

下

落

さ

せ

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

点

や

、

意

図

的

に

赤

字

を

計

上

し

、

わ

ず

か

な

配

当

を

行

う

こ

と

に

よ

り

株

価

の

下

落

が

可

能

と

な

る

こ

と

な

ど

を

指

摘

し

、

大

中

小

と

い

う

会

社

の

区

分

と

は

無

関

係

に

、

評

価

が

可

能

な

方

法

を

検

討

す

べ

き

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

取

引

相

場

の

な

い

株

式

の

評

価

に

お

い

て

、

純

資

産

価

額

方

式

が

原

則

的

な

評

価

方

法

に

な

る

と

い

う

点

は

変

わ

ら

な

い

が

、

一

方

で

、

継

続

企

業

を

前

提

と

す

れ

ば

、

企

業

が

事

業

と

し

て

今

後

も

使

用

す

る

不

動

産

に

つ

い

て

、

清

算

価

値

で

あ

る

時

価

に

よ

り

評

価

す

る

こ

と

の

妥

当

性

に

つ

い

て

は

検

討

が

必

要

で

あ

り

、

税

務

上

の

簿

価

純

資

産

価

額

を

基

礎

と

し

て

評

価

す

る

こ

と

も

検

討

す

べ

き

で

あ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

給

付

付

き

税

額

控

除

制

度

に

つ

い

て

は

、

「

税

額

控

除

制

度

を

通

じ

た

仕

組

み

で

は

な

く

、

税

務

部

局

と

給

付

部

局

の

精

緻

な

情

報

連

携

と

い

っ

た

事

務

処

理

が

不

要

な

簡

素

で

わ

か

り

や

す

い

方

法

と

し

て

、

所

得

に

応

じ

た

き

め

細

や

か

な

給

付

制

度

と

す

べ

き

で

あ

る

。

そ

の

際

、

住

民

税

賦

課

情

報

や

住

民

の

世

帯

情

報

等

を

把

握

し

て

い

る

地

方

自

治

体

が

給

付

な

ど

住

民

と

の

イ

ン

タ

ー

フ

ェ

イ

ス

を

担

い

、

国

が

シ

ス

テ

ム

等

の

面

で

強

力

に

サ

ポ

ー

ト

す

る

形

で

実

行

さ

れ

る

べ

き

で

あ

る

」

と

し

て

い

る

。

　

個

別

項

目

の

中

小

法

人

税

制

で

は

、

賃

上

げ

促

進

税

制

に

係

る

控

除

限

度

額

を

拡

充

す

る

こ

と

を

建

議

し

、

繰

越

控

除

制

度

は

企

業

に

と

っ

て

大

変

有

益

な

措

置

で

は

あ

る

も

の

の

、

防

衛

的

賃

上

げ

が

必

要

な

中

小

企

業

の

経

営

基

盤

の

強

化

を

図

る

た

め

に

は

発

生

年

度

内

で

の

税

額

控

除

適

用

が

よ

り

効

果

的

で

あ

る

と

し

て

、

賃

上

げ

原

資

の

確

保

を

直

接

支

援

し

、

賃

上

げ

意

欲

の

一

層

の

促

進

の

た

め

に

も

、

中

小

企

業

者

等

に

限

っ

て

控

除

上

限

額

を

法

人

税

額

ま

た

は

調

整

前

事

業

所

得

税

額

の

�

％

程

度

ま

で

引

き

上

げ

る

べ

き

で

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

イ

ン

ボ

イ

ス

に

関

連

し

て

は

、

そ

の

導

入

に

伴

い

各

種

の

特

例

措

置

が

設

け

ら

れ

た

が

、

制

度

へ

の

深

い

理

解

に

は

ま

だ

時

間

が

必

要

で

あ

る

と

考

え

ら

れ

る

と

し

て

、

特

例

措

置

の

期

限

の

延

長

等

、

中

小

・

小

規

模

事

業

者

へ

の

必

要

な

支

援

を

継

続

す

べ

き

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

都

道

府

県

別

で

見

る

と

、

「

上

昇

率

５

％

以

上

�

％

未

満

」

が

東

京

、

大

阪

、

沖

縄

の

３

都

府

県

（

前

年

は

３

都

県

）

、

「

上

昇

率

５

％

未

満

」

が

�

道

府

県

（

同

�

道

府

県

）

だ

っ

た

。

「

横

ば

い

」

は

富

山

、

岐

阜

、

香

川

の

３

県

（

同

ゼ

ロ

）

、

「

下

落

率

５

％

未

満

」

は

８

県

（

同

�

県

）

だ

っ

た

。

　

上

昇

率

ト

ッ

プ

は

、

東

京

都

の

９

・

４

％

（

同

８

・

１

％

）

、

他

方

、

下

落

率

ト

ッ

プ

は

、

和

歌

山

県

で

マ

イ

ナ

ス

０

・

５

％

（

同

マ

イ

ナ

ス

０

・

７

％

）

だ

っ

た

。

和

歌

山

県

は

人

口

減

少

や

高

齢

化

の

進

行

に

よ

り

需

要

が

低

下

し

て

い

る

こ

と

と

、

海

沿

い

エ

リ

ア

で

は

南

海

ト

ラ

フ

地

震

な

ど

自

然

災

害

リ

ス

ク

へ

の

懸

念

で

下

落

し

た

。

　

各

局

の

標

準

宅

地

の

評

価

基

準

額

の

対

前

年

変

動

率

の

平

均

値

は

、

表

の

通

り

。

　

都

道

府

県

庁

所

在

都

市

の

最

高

路

線

価

を

見

る

と

、

上

昇

し

た

都

市

は

、

�

都

市

（

前

年

は

�

都

市

）

で

、

上

昇

率

が

�

％

以

上

は

盛

岡

、

さ

い

た

ま

、

東

京

、

奈

良

、

佐

賀

の

５

都

市

（

同

４

都

市

）

。

　

上

昇

率

が

最

も

大

き

か

っ

た

の

は

佐

賀

市

駅

前

中

央

１

丁

目

駅

前

中

央

通

り

の

�

・

０

％

（

１

平

方

㍍

当

た

り

�

万

５

０

０

０

円

）

で

、

駅

前

広

場

や

佐

賀

駅

高

架

下

の

整

備

等

に

よ

り

駅

周

辺

の

賑

わ

い

が

増

し

て

お

り

、

不

動

産

取

引

が

活

発

化

し

て

い

る

こ

と

が

要

因

だ

。

　

上

昇

率

が

５

％

以

上

�

％

未

満

は

�

都

市

（

昨

年

９

都

市

）

で

、

上

昇

率

が

５

％

未

満

は

�

都

市

（

同

�

都

市

）

だ

っ

た

。

　

ま

た

、

横

ば

い

の

都

市

は

青

森

、

津

、

鳥

取

の

３

都

市

（

同

�

都

市

）

で

、

下

落

し

た

都

市

は

ゼ

ロ

（

同

鳥

取

の

１

都

市

）

と

な

っ

て

い

る

。

ゼ

ロ

だ

っ

た

の

は

、

平

成

３

年

分

以

来

�

年

ぶ

り

と

な

る

。

　

税

務

署

別

で

、

最

も

上

昇

率

が

大

き

か

っ

た

の

は

、

前

年

に

続

き

長

野

・

大

町

署

管

内

の

白

馬

村

村

道

和

田

野

線

の

�

・

７

％

（

８

年

分

路

線

価

は

６

万

５

０

０

０

円

）

。

続

い

て

、

長

野

・

信

濃

中

野

署

管

内

の

野

沢

温

泉

村

大

湯

通

り

が

�

・

３

％

（

同

４

万

２

０

０

０

円

）

、

北

海

道

・

富

良

野

署

管

内

の

富

良

野

市

道

道

北

の

峰

線

通

り

が

�

・

０

％

（

同

�

万

５

０

０

０

円

）

と

イ

ン

バ

ウ

ン

ド

需

要

が

高

い

地

域

が

中

心

だ

。

　

他

方

、

最

も

下

落

率

が

大

き

か

っ

た

の

は

、

昨

年

に

引

き

続

き

石

川

・

輪

島

署

管

内

の

輪

島

市

朝

市

通

り

で

マ

イ

ナ

ス

８

・

６

％

（

同

３

万

２

０

０

０

円

）

だ

っ

た

。

「

朝

市

」

の

復

興

は

遅

れ

て

お

り

、

地

元

向

け

商

業

施

設

等

の

再

開

も

、

高

齢

化

や

人

手

不

足

の

影

響

に

よ

り

進

捗

は

鈍

く

、

地

域

の

衰

退

傾

向

が

強

ま

っ

て

い

る

こ

と

が

要

因

。

続

い

て

、

北

海

道

・

江

差

署

管

内

の

江

差

町

道

道

江

差

停

車

場

線

通

り

が

マ

イ

ナ

ス

６

・

３

％

（

同

１

万

５

０

０

０

円

）

、

奈

良

・

吉

野

署

管

内

の

大

淀

町

県

道

平

畑

運

動

公

園

線

で

マ

イ

ナ

ス

５

・

９

％

（

同

３

万

２

０

０

０

円

）

だ

っ

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

令

和

７

年

度

の

査

察

の

概

要

を

公

表

し

た

。

７

年

度

に

査

察

に

着

手

し

た

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

�

件

減

の

１

３

１

件

で

、

処

理

（

検

察

庁

へ

の

告

発

の

可

否

を

判

断

）

し

た

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

�

件

減

の

１

２

７

件

だ

っ

た

。

脱

税

総

額

は

、

前

年

度

よ

り

１

億

３

３

０

０

万

円

減

の

１

１

１

億

３

７

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

。

告

発

件

数

は

、

前

年

度

よ

り

�

件

減

の

�

件

で

、

処

理

件

数

に

占

め

る

告

発

件

数

の

割

合

で

あ

る

告

発

率

は

、

前

年

度

よ

り

０

・

７

㌽

減

の

�

・

６

％

と

下

が

っ

た

。

告

発

分

の

脱

税

額

は

、

前

年

度

よ

り

１

億

６

０

０

０

万

円

増

の

�

億

９

０

０

０

万

円

と

増

加

し

、

一

件

当

た

り

の

告

発

分

の

脱

税

額

は

、

前

年

度

よ

り

１

８

０

０

万

円

多

い

１

億

２

０

０

万

円

と

１

億

円

を

超

え

、

過

去

�

年

で

最

高

額

と

な

っ

て

お

り

、

悪

質

性

の

高

い

大

口

な

事

案

が

多

か

っ

た

よ

う

だ

。

同

庁

は

、

「

経

済

社

会

情

勢

の

変

化

に

的

確

に

対

応

し

、

多

種

多

様

な

幅

広

い

業

種

業

態

や

取

引

形

態

の

悪

質

な

事

案

に

積

極

的

に

取

り

組

ん

だ

」

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

を

活

用

し

た

デ

ジ

タ

ル

化

に

関

す

る

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

公

表

し

た

。

令

和

８

年

度

税

制

改

正

で

は

、

青

色

申

告

特

別

控

除

が

見

直

さ

れ

、

最

高

控

除

額

が

�

万

円

に

引

き

上

げ

ら

れ

た

。

�

万

円

控

除

の

適

用

に

は

、

複

式

簿

記

な

ど

を

前

提

に

、

電

子

申

告

に

加

え

、

「

優

良

な

電

子

帳

簿

」

ま

た

は

「

デ

ジ

タ

ル

シ

ー

ム

レ

ス

保

存

」

が

要

件

と

な

っ

て

い

る

。

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

で

は

、

優

良

な

電

子

帳

簿

等

の

要

件

の

ほ

か

、

そ

れ

ら

の

要

件

を

満

た

す

ソ

フ

ト

の

情

報

や

申

請

手

続

き

な

ど

を

説

明

し

て

い

る

。

　

�

万

円

控

除

の

ほ

か

、

優

良

な

電

子

帳

簿

で

は

過

少

申

告

加

算

税

の

５

％

軽

減

措

置

、

デ

ジ

タ

ル

シ

ー

ム

レ

ス

保

存

で

は

重

加

算

税

の

�

％

加

重

の

適

用

対

象

か

ら

除

外

（

９

年

１

月

１

日

以

後

に

法

定

申

告

期

限

が

到

来

す

る

国

税

に

つ

い

て

適

用

）

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

こ

れ

ら

の

税

制

上

の

優

遇

措

置

を

受

け

る

た

め

の

機

能

要

件

を

満

た

し

て

い

る

ソ

フ

ト

に

つ

い

て

、

公

益

社

団

法

人

日

本

文

書

情

報

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

協

会

（

Ｊ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

Ａ

・

ジ

ー

マ

）

の

認

証

を

受

け

た

「

デ

ジ

タ

ル

シ

ー

ム

レ

ス

ソ

フ

ト

」

と

「

電

子

帳

簿

ソ

フ

ト

」

は

、

同

要

件

を

満

た

し

て

い

る

と

し

て

、

パ

ッ

ケ

ー

ジ

や

説

明

書

に

「

Ｊ

Ｉ

Ｉ

Ｍ

Ａ

認

証

マ

ー

ク

」

が

記

載

さ

れ

て

い

る

と

し

て

い

る

。

な

お

、

優

遇

措

置

を

受

け

る

た

め

に

は

、

機

能

要

件

の

ほ

か

、

シ

ス

テ

ム

の

説

明

書

や

デ

ィ

ス

プ

レ

イ

の

備

付

け

等

の

要

件

も

満

た

す

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

税

制

上

の

優

遇

措

置

を

受

け

る

場

合

は

、

あ

ら

か

じ

め

届

出

書

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

提

出

期

限

は

、

適

用

を

受

け

る

年

分

（

事

業

年

度

）

の

法

定

申

告

期

限

ま

で

。

　

例

え

ば

、

個

人

事

業

者

が

８

年

分

か

ら

優

良

な

電

子

帳

簿

（

過

少

申

告

加

算

税

の

軽

減

）

や

デ

ジ

タ

ル

シ

ー

ム

レ

ス

保

存

（

重

加

算

税

の

加

重

措

置

適

用

除

外

）

の

優

遇

措

置

を

受

け

た

い

場

合

は

、

９

年

３

月

�

日

ま

で

に

届

出

書

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

�

万

円

控

除

は

９

年

分

か

ら

の

適

用

と

な

る

。

　

な

お

、

デ

ジ

タ

ル

シ

ー

ム

レ

ス

保

存

と

は

、

請

求

書

等

の

電

子

取

引

デ

ー

タ

を

自

動

で

保

存

し

、

帳

簿

に

自

動

連

携

す

る

仕

組

み

で

、

電

子

取

引

デ

ー

タ

保

存

の

要

件

を

満

た

し

て

い

る

こ

と

が

前

提

と

な

っ

て

い

る

。

　

告

発

の

最

も

多

か

っ

た

業

種

は

建

設

業

の

�

件

で

、

タ

ワ

マ

ン

や

低

層

高

級

マ

ン

シ

ョ

ン

な

ど

都

市

型

マ

ン

シ

ョ

ン

に

関

連

す

る

大

規

模

修

繕

工

事

を

行

う

会

社

や

電

気

工

事

を

行

う

会

社

の

ほ

か

、

商

業

施

設

の

Ｌ

Ｅ

Ｄ

工

事

を

行

う

事

業

者

な

ど

に

よ

る

脱

税

が

目

立

っ

た

。

　

査

察

事

件

で

７

年

度

中

に

一

審

判

決

が

言

い

渡

さ

れ

た

件

数

は

�

件

で

、

す

べ

て

に

有

罪

判

決

が

言

い

渡

さ

れ

、

そ

の

う

ち

、

６

人

に

対

し

実

刑

判

決

が

出

た

。

６

人

の

う

ち

２

人

が

他

の

犯

罪

と

の

併

合

事

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

最

も

重

い

実

刑

判

決

は

、

複

数

の

納

税

義

務

者

と

共

謀

し

、

自

身

が

主

宰

す

る

法

人

に

対

す

る

架

空

経

費

を

計

上

す

る

な

ど

の

方

法

で

所

得

を

秘

匿

し

、

多

額

の

法

人

税

及

び

所

得

税

等

を

免

れ

た

脱

税

指

南

グ

ル

ー

プ

の

首

謀

者

に

対

す

る

懲

役

６

年

の

判

決

だ

っ

た

。

ま

た

、

他

の

犯

罪

と

併

合

さ

れ

た

も

の

で

最

も

重

い

も

の

は

、

架

空

外

注

費

を

計

上

す

る

な

ど

の

方

法

で

法

人

税

等

を

免

れ

た

者

に

対

す

る

懲

役

４

年

の

判

決

だ

っ

た

（

詐

欺

と

法

人

税

法

違

反

の

併

合

罪

）

。

　

こ

の

ほ

か

、

１

人

当

た

り

の

犯

則

税

額

は

５

４

０

０

万

円

、

１

人

当

た

り

の

懲

役

月

数

は

�

・

１

カ

月

、

１

人

（

社

）

当

た

り

の

罰

金

額

は

１

５

０

０

万

円

と

な

っ

て

い

る

（

す

べ

て

他

の

犯

罪

と

の

併

合

事

件

を

除

い

て

カ

ウ

ン

ト

）

。

　

ま

た

、

同

庁

は

、

昨

年

に

引

き

続

き

「

消

費

税

事

案

」

「

無

申

告

事

案

」

「

国

際

事

案

」

を

は

じ

め

、

時

流

に

即

し

た

「

社

会

的

波

及

効

果

が

高

い

と

見

込

ま

れ

る

事

案

」

を

重

点

事

案

と

位

置

づ

け

、

積

極

的

に

調

査

を

実

施

し

た

。

　

消

費

税

事

案

は

前

年

度

よ

り

６

件

減

の

�

件

を

告

発

。

そ

の

う

ち

、

消

費

税

の

仕

入

税

額

控

除

制

度

や

輸

出

免

税

制

度

を

悪

用

し

た

不

正

還

付

事

案

で

告

発

し

た

件

数

は

、

過

去

�

年

で

最

多

だ

っ

た

前

年

度

よ

り

５

件

減

の

�

件

だ

っ

た

。

不

正

受

還

付

額

（

加

算

税

を

除

き

、

未

遂

の

還

付

額

を

含

む

）

は

、

前

年

度

よ

り

２

億

３

１

０

０

万

円

減

の

７

３

０

０

万

円

だ

っ

た

。

　

無

申

告

事

案

は

、

前

年

度

よ

り

１

件

減

の

�

件

を

告

発

し

、

そ

の

う

ち

、

不

正

行

為

は

な

い

も

の

の

、

故

意

に

申

告

書

を

提

出

し

な

い

で

税

を

免

れ

た

単

純

無

申

告

ほ

脱

事

案

は

、

前

年

度

と

同

じ

８

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

際

事

案

は

、

前

年

度

よ

り

３

件

減

の

�

件

を

告

発

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

同

庁

で

は

、

Ｓ

Ｎ

Ｓ

な

ど

ソ

ー

シ

ャ

ル

メ

デ

ィ

ア

を

利

用

し

て

活

動

し

て

い

た

イ

ン

フ

ル

エ

ン

サ

ー

や

イ

ラ

ス

ト

レ

ー

タ

ー

な

ど

の

事

業

者

が

、

法

人

税

や

所

得

税

等

を

免

れ

た

事

案

も

告

発

し

て

い

る

。

　

重

点

事

案

の

主

な

告

発

事

例

は

、

次

の

通

り

（

電

子

版

で

は

、

全

事

例

を

掲

載

し

て

お

り

ま

す

）

。

【

不

正

受

還

付

事

案

な

ど

悪

質

な

消

費

税

事

案

】

　

廃

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

等

の

再

生

資

源

を

輸

出

す

る

会

社

が

、

内

容

虚

偽

の

見

積

書

等

を

作

成

し

、

過

去

に

海

外

か

ら

輸

入

し

た

事

業

用

の

機

械

装

置

を

国

内

事

業

者

か

ら

過

大

な

金

額

で

取

得

し

た

よ

う

に

装

い

、

課

税

仕

入

れ

を

過

大

に

計

上

す

る

こ

と

で

、

不

正

に

消

費

税

の

還

付

を

受

け

た

。

　

　

経

済

産

業

省

は

６

月

�

日

、

「

産

業

競

争

力

強

化

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

案

）

」

等

に

対

す

る

意

見

募

集

（

パ

ブ

リ

ッ

ク

・

コ

メ

ン

ト

）

を

開

始

し

た

。

省

令

案

等

に

よ

る

と

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

投

資

促

進

税

制

の

対

象

と

な

る

設

備

等

を

定

義

し

て

い

る

「

経

済

社

会

情

勢

の

変

化

を

踏

ま

え

た

企

業

の

事

業

活

動

の

持

続

的

な

発

展

を

図

る

た

め

の

産

業

競

争

力

強

化

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

」

の

公

布

・

施

行

日

は

、

８

年

７

月

�

日

の

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

投

資

促

進

税

制

は

、

産

競

法

等

改

正

法

の

施

行

の

日

か

ら

施

行

さ

れ

る

。

パ

ブ

コ

メ

は

７

月

�

日

ま

で

と

な

っ

て

い

る

。

　

産

競

法

等

改

正

法

で

は

、

原

則

全

業

種

を

対

象

に

即

時

償

却

ま

た

は

税

額

控

除

７

％

等

を

措

置

す

る

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

投

資

促

進

税

制

の

対

象

と

な

る

、

①

投

資

利

益

率

�

％

以

上

、

②

投

資

規

模

�

億

円

（

中

小

企

業

等

：

５

億

円

）

以

上

等

の

要

件

を

満

た

す

「

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

」

を

定

義

す

る

ほ

か

、

税

額

控

除

の

繰

越

の

対

象

と

な

る

計

画

類

型

を

設

け

る

な

ど

、

所

要

の

規

定

が

整

備

さ

れ

る

。

　

省

令

案

等

で

は

、

投

資

利

益

率

の

計

算

式

、

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

の

確

認

に

お

い

て

提

出

す

る

申

請

書

に

添

付

す

る

書

類

、

生

産

性

の

向

上

に

資

す

る

設

備

等

の

導

入

の

状

況

に

関

す

る

調

査

の

規

定

の

追

加

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　国税庁は６月�日、国税庁レポート２０２６を公表した。税

務行政のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）、重

点課題への取組み、酒類業の振興をはじめとする同庁の取

組みについて、図や写真などを交えつつわかりやすく紹介

している。この中では、同庁におけるＡＩの活用について

言及があり、同庁では「予測ＡＩの活用」と「生成ＡＩの

活用」の大きく二つに分けて取組みを進めていることが説

明されている。

　予測ＡＩとは過去のデータ等を分析し、未知の事象を予

測することに強みを持たせたＡＩのこと。対して、生成Ａ

Ｉは文章および画像等の新しいコンテンツを生成できるＡ

Ｉのことをいう。

　このうち、同庁は、予測ＡＩについては課税・徴収事務

の効率化・高度化に向けて必要な開発や活用を進めてお

り、申告漏れの可能性が高い納税者の判定や滞納者への催

告の電話がつながりやすい曜日、時間帯の予測などに活用。

他方、生成ＡＩは業務の効率化を図るため、職員の事務用

パソコンに搭載された生成ＡＩツールを活用して、膨大な

税務訴訟の判例の効果的な検索・抽出やインターネット上

の業界情報の効率的な収集等に活用しているという。

　なお、同庁ではこれらの取組みに当たって、セキュリテ

ィリスクやハルシネーションリスク（生成ＡＩが事実とは

異なる内容をもっともらしく回答してしまうリスク）など

に十分注意することとしている。

　

国

税

庁

は

６

月

�

日

、

税

理

士

等

で

な

い

者

が

税

務

相

談

を

行

っ

た

場

合

の

命

令

の

公

告

を

行

っ

た

。

同

命

令

制

度

は

令

和

５

年

度

税

制

改

正

で

税

理

士

法

を

改

正

し

て

創

設

さ

れ

た

も

の

で

、

６

年

４

月

１

日

か

ら

施

行

さ

れ

て

い

る

。

今

回

の

事

案

が

同

命

令

制

度

に

基

づ

く

初

の

命

令

と

な

る

。

　

総

務

省

は

６

月

�

日

、

宿

泊

税

に

つ

い

て

総

務

相

が

東

京

都

の

変

更

と

６

市

１

町

（

北

海

道

苫

小

牧

市

、

北

広

島

市

、

稚

内

市

、

山

形

市

、

山

梨

県

富

士

吉

田

市

、

富

士

河

口

湖

町

、

沖

縄

県

名

護

市

）

に

同

意

し

た

と

発

表

し

た

。

　

実

施

は

名

護

市

が

９

年

２

月

１

日

、

稚

内

市

が

同

年

３

月

１

日

、

北

広

島

市

が

同

年

�

月

１

日

で

、

そ

の

他

は

す

べ

て

同

年

４

月

１

日

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

東

京

都

は

平

成

�

年

�

月

に

全

国

で

初

め

て

宿

泊

税

を

導

入

し

、

そ

の

後

、

１

人

当

た

り

１

泊

１

万

円

以

上

１

万

５

０

０

０

円

未

満

の

宿

泊

で

１

０

０

円

、

同

１

万

５

０

０

０

円

以

上

の

宿

泊

で

２

０

０

円

を

徴

収

し

て

き

た

。

今

回

の

変

更

で

宿

泊

料

金

の

３

％

の

定

率

制

に

改

め

る

一

方

、

課

税

免

除

基

準

額

を

１

人

１

泊

１

万

円

か

ら

１

万

３

０

０

０

円

に

引

き

上

げ

る

。

ま

た

、

現

在

は

対

象

外

の

簡

易

宿

所

や

民

泊

の

利

用

を

対

象

に

加

え

る

。

　

規

制

改

革

関

係

府

省

庁

連

絡

会

議

は

６

月

�

日

、

規

制

改

革

実

施

計

画

案

を

公

表

し

た

。

会

社

法

の

見

直

し

（

株

式

対

価

Ｍ

＆

Ａ

、

実

質

株

主

確

認

制

度

等

）

や

研

究

開

発

法

人

の

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

力

向

上

の

た

め

の

Ａ

Ｉ

等

の

利

活

用

促

進

、

法

人

登

記

の

代

表

者

住

所

非

表

示

措

置

の

対

象

拡

大

及

び

運

用

改

善

な

ど

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

　

法

人

登

記

の

代

表

者

住

所

非

表

示

措

置

は

、

安

全

や

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

保

護

の

観

点

か

ら

、

一

定

の

要

件

の

も

と

、

株

式

会

社

の

代

表

取

締

役

等

の

住

所

に

つ

い

て

、

登

記

事

項

証

明

書

等

に

表

示

し

な

い

制

度

。

令

和

６

年

�

月

か

ら

施

行

さ

れ

て

い

る

。

　

一

方

で

、

非

表

示

措

置

は

、

株

式

会

社

の

代

表

者

の

み

が

対

象

で

あ

り

、

公

益

法

人

や

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人

な

ど

他

の

種

類

の

法

人

の

代

表

者

等

に

は

非

表

示

措

置

が

認

め

ら

れ

て

い

な

い

。

　

株

式

会

社

に

お

い

て

も

、

非

表

示

措

置

の

申

出

が

登

記

申

請

時

に

限

定

さ

れ

お

り

、

任

意

の

時

期

に

利

用

す

る

こ

と

は

不

可

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

非

表

示

措

置

を

講

じ

る

前

の

代

表

者

の

住

所

は

制

度

の

対

象

外

と

な

る

。

そ

の

た

め

、

現

代

表

者

の

住

所

に

変

更

が

な

い

場

合

に

は

現

在

の

住

所

が

特

定

さ

れ

た

り

、

退

任

し

た

代

表

者

の

住

所

が

公

示

さ

れ

続

け

る

可

能

性

な

ど

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

こ

で

、

計

画

案

で

は

、

次

の

措

置

な

ど

を

講

ず

る

べ

き

と

し

た

。

　

①

非

表

示

措

置

の

対

象

を

全

て

の

法

人

等

に

お

け

る

代

表

者

に

拡

大

す

る

こ

と

。

②

非

表

示

措

置

前

に

登

記

さ

れ

た

代

表

者

等

の

住

所

に

つ

い

て

も

非

表

示

措

置

の

対

象

と

す

る

こ

と

。

③

代

表

者

等

の

住

所

に

つ

い

て

、

非

表

示

措

置

の

申

出

を

登

記

申

請

と

同

時

で

な

く

と

も

可

能

と

す

る

こ

と

。

④

法

務

省

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

等

に

お

い

て

、

非

表

示

措

置

の

利

用

に

よ

り

与

信

判

断

等

に

影

響

を

与

え

る

可

能

性

が

あ

る

と

の

記

載

な

ど

同

制

度

の

利

用

を

た

め

ら

わ

せ

る

可

能

性

の

あ

る

案

内

は

見

直

す

こ

と

。

⑤

代

表

者

等

本

人

ま

た

は

そ

の

委

任

を

受

け

た

者

が

、

当

該

代

表

者

等

の

住

所

が

記

載

さ

れ

た

登

記

事

項

証

明

書

等

の

取

得

を

可

能

と

す

る

こ

と

。

　

①

、

④

は

、

８

年

度

に

速

や

か

に

措

置

、

②

、

③

、

⑤

は

、

８

年

度

に

結

論

を

得

次

第

速

や

か

に

措

置

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

非

表

示

措

置

の

利

用

実

績

は

８

年

３

月

時

点

で

１

万

９

１

１

２

件

と

な

っ

て

お

り

、

非

表

示

措

置

を

利

用

し

て

い

る

株

式

会

社

は

全

体

の

１

％

に

も

満

た

な

い

と

し

て

い

る

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

伴

い

、

国

際

観

光

旅

客

税

の

税

率

が

７

月

１

日

以

後

の

出

国

か

ら

出

国

１

回

に

つ

き

３

０

０

０

円

（

６

月

�

日

ま

で

は

同

１

０

０

０

円

）

に

引

き

上

げ

ら

れ

た

。

　

同

税

は

観

光

先

進

国

実

現

に

向

け

た

観

光

基

盤

の

拡

充

・

強

化

を

図

る

た

め

の

財

源

を

確

保

す

る

観

点

か

ら

平

成

�

年

１

月

に

導

入

さ

れ

た

も

の

。

８

年

度

改

正

で

は

、

オ

ー

バ

ー

ツ

ー

リ

ズ

ム

対

策

の

強

化

、

地

方

へ

の

誘

客

や

需

要

の

分

散

の

促

進

、

ア

ウ

ト

バ

ウ

ン

ド

施

策

の

充

実

な

ど

の

観

光

施

策

に

必

要

と

な

る

財

源

を

確

保

す

る

た

め

に

税

率

の

引

き

上

げ

が

行

わ

れ

た

。

引

上

げ

日

以

後

の

出

国

で

あ

っ

て

も

、

引

上

げ

日

よ

り

前

に

締

結

さ

れ

た

運

送

契

約

（

引

上

げ

日

よ

り

前

に

出

国

日

を

定

め

た

も

の

に

限

る

）

に

よ

る

出

国

に

は

、

引

上

げ

前

の

税

率

が

適

用

さ

れ

る

。

　

一

方

、

旅

券

法

等

の

改

正

に

伴

い

、

７

月

１

日

以

後

の

申

請

分

か

ら

旅

券

（

パ

ス

ポ

ー

ト

）

の

発

行

申

請

に

係

る

手

数

料

が

引

き

下

げ

ら

れ

て

お

り

、

例

え

ば

�

歳

以

上

の

�

年

旅

券

の

場

合

、

オ

ン

ラ

イ

ン

申

請

だ

と

従

来

の

１

万

５

９

０

０

円

が

８

９

０

０

円

と

な

っ

た

。

　

命

令

（

処

分

）

を

受

け

た

の

は

福

岡

市

中

央

区

を

住

所

と

す

る

者

（

公

告

に

は

氏

名

も

掲

載

さ

れ

て

い

る

）

。

命

令

の

原

因

と

な

っ

た

行

為

ま

た

は

事

実

の

概

要

は

「

被

処

分

者

は

、

他

の

者

に

Ｓ

Ｎ

Ｓ

を

通

じ

て

集

客

す

る

こ

と

を

依

頼

し

、

当

該

他

の

者

か

ら

紹

介

を

受

け

た

多

数

の

個

人

顧

客

に

対

し

、

税

理

士

で

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

顧

客

の

給

与

所

得

に

つ

い

て

、

実

態

の

な

い

事

業

所

得

の

損

失

と

損

益

通

算

し

て

所

得

金

額

を

圧

縮

し

た

申

告

書

を

提

出

さ

せ

る

こ

と

で

、

不

正

に

所

得

税

の

還

付

を

受

け

さ

せ

る

こ

と

を

内

容

と

す

る

税

務

相

談

を

行

っ

た

」

と

い

う

も

の

。

　

こ

う

し

た

行

為

に

対

し

、

「

税

理

士

法

第

�

条

の

２

第

１

項

の

税

務

相

談

の

停

止

」

と

「

税

務

相

談

に

関

す

る

営

業

広

告

の

削

除

」

を

命

令

し

た

。

　

同

命

令

制

度

は

、

税

理

士

等

で

な

い

者

に

よ

る

脱

税

相

談

等

に

よ

っ

て

納

税

義

務

の

適

正

な

実

現

に

重

大

な

影

響

が

及

ぶ

事

態

を

防

止

す

る

た

め

に

、

従

来

か

ら

あ

っ

た

税

理

士

業

務

の

制

限

違

反

へ

の

罰

則

と

は

別

に

、

よ

り

機

動

的

な

行

政

上

の

対

応

が

可

能

と

な

る

枠

組

み

づ

く

り

の

中

で

整

備

さ

れ

た

も

の

。

具

体

的

に

同

枠

組

み

は

、

①

税

理

士

等

で

な

い

者

が

税

務

相

談

を

行

っ

た

場

合

の

停

止

そ

の

他

停

止

の

実

効

性

を

確

保

す

る

措

置

の

命

令

、

②

前

記

①

の

命

令

を

し

た

旨

の

公

告

、

③

税

務

相

談

を

行

っ

た

者

に

対

す

る

報

告

の

徴

取

、

質

問

ま

た

は

検

査

の

権

限

（

調

査

権

限

）

の

三

つ

で

構

成

さ

れ

る

。

　

命

令

に

違

反

し

た

と

き

、

そ

の

違

反

行

為

を

し

た

者

は

、

１

年

以

下

の

拘

禁

刑

ま

た

は

１

０

０

万

円

以

下

の

罰

金

に

処

す

る

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

重

加

算

税

の

実

務

に

お

い

て

は

、

第

�

回

で

述

べ

た

「

隠

蔽

又

は

仮

装

」

の

意

義

に

明

ら

か

に

該

当

し

な

い

場

合

い

わ

ば

消

極

的

な

不

正

行

為

が

認

め

ら

れ

る

場

合

に

、

重

加

算

税

の

課

否

が

問

題

に

な

る

こ

と

が

あ

る

。

　

例

え

ば

、

帳

簿

も

つ

け

ず

申

告

も

し

な

い

行

為

、

帳

簿

を

つ

け

る

に

し

て

も

算

出

し

た

所

得

金

額

の

一

部

を

申

告

す

る

行

為

（

い

わ

ゆ

る

つ

ま

み

申

告

）

、

虚

偽

の

申

告

や

税

務

当

局

に

虚

偽

の

答

弁

等

を

す

る

行

為

等

が

、

「

隠

蔽

又

は

仮

装

」

と

言

え

る

か

否

か

で

あ

る

。

　

こ

の

よ

う

な

消

極

的

不

正

行

為

に

対

し

て

重

加

算

税

を

課

し

た

場

合

の

当

該

処

分

の

適

否

が

争

わ

れ

た

事

件

も

多

い

が

、

そ

の

中

で

、

リ

ー

デ

ィ

ン

グ

・

ケ

ー

ス

と

し

て

注

目

さ

れ

て

い

る

次

の

二

つ

の

最

高

裁

判

決

を

紹

介

す

る

。

一

つ

は

、

最

高

裁

平

成

６

年

�

月

�

日

判

決

で

あ

る

が

、

こ

の

判

決

の

事

案

で

は

、

会

計

帳

簿

に

お

い

て

正

確

な

所

得

金

額

を

算

定

し

て

お

き

な

が

ら

、

数

年

に

わ

た

り

、

そ

の

数

％

し

か

申

告

せ

ず

、

税

務

調

査

の

指

摘

に

よ

り

�

数

％

の

所

得

金

額

を

修

正

申

告

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

同

判

決

は

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

い

る

（

な

お

、

控

訴

審

の

大

阪

高

裁

平

成

５

年

４

月

�

日

判

決

は

、

隠

蔽

又

は

仮

装

に

は

当

た

ら

な

い

旨

判

示

し

て

い

る

）

。

　

「

以

上

の

よ

う

な

事

情

か

ら

す

る

と

、

亡

Ｋ

は

、

単

に

真

実

の

所

得

金

額

よ

り

も

少

な

い

所

得

金

額

を

記

載

し

た

確

定

申

告

書

で

あ

る

こ

と

を

認

識

し

な

が

ら

こ

れ

を

提

出

し

た

と

い

う

に

と

ど

ま

ら

ず

、

本

件

各

確

定

申

告

の

時

点

に

お

い

て

、

白

色

申

告

の

た

め

当

時

帳

簿

の

備

付

け

等

に

つ

き

こ

れ

を

義

務

付

け

る

税

法

上

の

規

定

が

な

く

、

真

実

の

所

得

の

調

査

解

明

に

困

難

が

伴

う

状

況

を

利

用

し

、

真

実

の

所

得

金

額

を

隠

ぺ

い

し

よ

う

と

い

う

確

定

的

な

意

図

の

下

に

、

必

要

に

応

じ

事

後

的

に

も

隠

ぺ

い

の

た

め

の

具

体

的

工

作

を

行

う

こ

と

も

予

定

し

つ

つ

、

前

記

会

計

帳

簿

類

か

ら

明

ら

か

に

算

出

し

得

る

所

得

金

額

の

大

部

分

を

脱

漏

し

、

所

得

金

額

を

殊

更

過

少

に

記

載

し

た

内

容

虚

偽

の

確

定

申

告

書

を

提

出

し

た

こ

と

が

明

ら

か

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

本

件

各

確

定

申

告

は

、

単

な

る

過

少

申

告

行

為

に

と

ど

ま

る

も

の

で

は

な

く

、

国

税

通

則

法

六

八

条

一

項

に

い

う

税

額

等

の

計

算

の

基

礎

と

な

る

べ

き

所

得

の

存

在

を

一

部

隠

ぺ

い

し

、

そ

の

隠

ぺ

い

し

た

と

こ

ろ

に

基

づ

き

納

税

申

告

書

を

提

出

し

た

場

合

に

当

た

る

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

　

ま

た

、

最

高

裁

平

成

７

年

４

月

�

日

判

決

は

、

顧

問

税

理

士

に

対

し

株

式

売

買

に

よ

る

多

額

の

雑

所

得

を

秘

匿

し

て

確

定

申

告

書

を

作

成

さ

せ

た

事

案

に

つ

き

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

い

る

。

　

「

上

告

人

は

、

昭

和

六

〇

年

か

ら

六

二

年

ま

で

の

三

箇

年

に

わ

た

っ

て

、

被

上

告

人

に

所

得

税

の

確

定

申

告

を

す

る

に

当

た

り

、

株

式

等

の

売

買

に

よ

る

前

記

多

額

の

雑

所

得

を

申

告

す

べ

き

こ

と

を

熟

知

し

な

が

ら

、

あ

え

て

申

告

書

に

こ

れ

を

全

く

記

載

し

な

か

っ

た

の

み

な

ら

ず

、

右

各

年

分

の

確

定

申

告

書

の

作

成

を

顧

問

税

理

士

に

依

頼

し

た

際

に

、

同

税

理

士

か

ら

、

そ

の

都

度

、

同

売

買

に

よ

る

所

得

の

有

無

に

つ

い

て

質

問

を

受

け

、

資

料

の

提

出

も

求

め

ら

れ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

確

定

的

な

脱

税

の

意

思

に

基

づ

い

て

、

右

所

得

の

あ

る

こ

と

を

同

税

理

士

に

対

し

て

秘

匿

し

、

何

ら

の

資

料

も

提

供

す

る

こ

と

な

く

、

同

税

理

士

に

過

少

な

申

告

を

記

載

し

た

確

定

申

告

書

を

作

成

さ

せ

、

こ

れ

を

被

上

告

人

に

提

出

し

た

と

い

う

の

で

あ

る

。

　

　

＜

中

略

＞

　

右

に

よ

れ

ば

、

上

告

人

は

、

当

初

か

ら

所

得

を

過

少

に

申

告

す

る

こ

と

を

意

図

し

た

上

、

そ

の

意

図

を

外

部

か

ら

も

う

か

が

い

得

る

特

段

の

行

動

を

し

た

も

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

意

図

に

基

づ

い

て

上

告

人

の

し

た

本

件

の

過

少

申

告

行

為

は

、

国

税

通

則

法

六

八

条

一

項

所

定

の

重

加

算

税

の

賦

課

要

件

を

満

た

す

も

の

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

　

こ

れ

ら

の

最

高

裁

判

決

か

ら

も

う

か

が

え

る

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

巷

間

、

「

帳

簿

の

備

付

け

も

記

帳

も

し

な

い

、

取

引

の

原

始

記

録

を

保

存

し

な

い

、

そ

し

て

、

申

告

も

し

な

い

、

形

に

は

何

も

残

さ

な

い

と

い

う

行

為

」

が

最

も

巧

妙

な

税

逃

れ

（

最

も

悪

質

な

隠

蔽

仮

装

行

為

）

で

あ

る

と

言

え

る

。

そ

し

て

、

こ

の

よ

う

な

行

為

を

隠

蔽

又

は

仮

装

行

為

と

認

定

し

得

る

か

に

つ

い

て

は

、

関

係

法

令

の

文

言

の

み

に

拘

泥

す

べ

き

で

は

な

く

、

同

法

令

の

立

法

趣

旨

、

税

法

上

の

記

帳

義

務

制

度

を

考

慮

し

、

そ

れ

ら

の

行

為

の

前

後

に

お

け

る

事

実

関

係

等

を

総

合

し

て

「

隠

蔽

又

は

仮

装

」

行

為

で

あ

る

か

否

か

を

推

認

し

て

判

断

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

こ

の

総

合

関

係

説

は

、

前

記

の

最

高

裁

判

決

の

以

前

か

ら

筆

者

が

主

張

し

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

る

。

イ　更生計画認可の決定

ロ　再生計画の認可決定

ハ　特別清算に係る協定の認可の決定

ニ　一般に公表された準則に沿って策定した一定の債務処理計画

の決定

ホ　合理的な基準による債権者集会の協議決定、及びこれに準じた

　行政機関、金融機関等のあっせんにより協議して締結された契約

債務者に生じた事実 損金算入限度額

一 更生計画認可の決定等 ５年内に弁済を受けられない金額

二 債務超過の状況の継続等 回収の見込みがない金額

三 更生手続開始の申立て等 �％相当額

四 外国政府等のデフォルト �％相当額

　新聞報道等によると、２０２４年度の一般会計税収は�兆２３２０億円

と５年連続で過去最高を更新し、２０２５年度も更に増加することが

予想されています。その一方で、倒産件数は４年連続で増加して

おり２０２５年度で１万件を超えており、現在の世界情勢などを踏ま

えれば、２０２６年度は更に倒産件数が増えかねない状況です。

　このような状況ですから、得意先の事業が悪化して売掛債権の

回収が滞るような事態も考えられ、もしかの場合に備えるため、

不良債権に係る税務上の取扱い（個別評価金銭債権に係る貸倒引

当金と貸倒損失、子会社整理及び子会社再建に係る利益供与）を

再確認していただけるような解説を掲載してまいります。

【個別評価金銭債権に係る貸倒引当金】（法法�①、法令�①）

　上記の表は、個別評価金銭債権に係る貸倒損失につき、どのよ

うな事実が生じた場合に、どれだけの金額を損金算入できるかを

簡記したものです。

　なお、貸倒引当金の損金算入は、中小法人（資本金１億円以下

の普通法人）のほか、公益法人等、協同組合等、銀行、保険会社

など一定の法人に限定されます。

一　更生計画認可の決定等（法令�①一）

　「更生計画認可の決定等」は、次に掲げる事実をいいます。

　更生計画認可の決定の対象となった債務者の債務額を確定する

過程等で、債権者も「債務者が債務超過に陥っている」といった

ことを把握し、その後の協議を経た決定に係る通知書等により「５

年以内に弁済を受けられない金額」は把握できることになります。

　したがって、債務者に、この更生計画認可の決定等が生じた場

合には、債権者が債務者の資産状況等を調べなくても個別評価金

銭債権に係る貸倒引当金を計上できます。

　東辻淳次（ひがしつじ・じゅんじ）氏の略歴　国税庁審理室課

長補佐、大阪国税局調査第二部調査総括課長等を経て、同局課税

第二部長を最後に退官後、令和５年税理士登録。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

法

人

税

に

関

す

る

法

令

・

通

達

が

規

定

す

る

内

容

は

極

め

て

広

範

囲

に

及

ぶ

と

同

時

に

、

き

め

細

か

く

定

め

ら

れ

て

い

る

た

め

非

常

に

ボ

リ

ュ

ー

ム

が

あ

り

、

か

つ

難

解

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

る

。

　

本

書

は

、

そ

の

よ

う

な

法

人

税

に

関

す

る

基

本

的

事

項

を

図

表

や

フ

ロ

ー

チ

ャ

ー

ト

を

多

用

し

て

体

系

的

に

解

説

。

　

具

体

的

に

は

、

「

法

人

税

の

基

礎

事

項

」

か

ら

始

ま

り

、

「

収

益

の

税

務

」

「

資

産

の

税

務

」

「

費

用

の

税

務

」

「

損

失

の

税

務

」

「

外

貨

建

取

引

の

換

算

等

」

「

完

全

支

配

関

係

が

あ

る

法

人

の

間

の

取

引

の

損

益

」

「

圧

縮

記

帳

等

」

「

引

当

金

、

準

備

金

」

「

企

業

組

織

再

編

税

制

」

「

信

託

税

制

」

「

税

額

計

算

、

申

告

、

納

付

」

「

電

子

帳

簿

等

保

存

制

度

」

「

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

」

「

地

方

法

人

税

の

取

扱

い

」

「

防

衛

特

別

法

人

税

の

取

扱

い

」

な

ど

全

�

章

で

構

成

。

　

今

回

の

改

訂

に

あ

た

っ

て

は

、

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

促

進

税

制

の

創

設

、

研

究

開

発

税

制

の

見

直

し

並

び

に

中

小

企

業

者

等

の

少

額

減

価

償

却

資

産

の

取

得

価

額

の

損

金

算

入

の

特

例

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

見

直

し

を

は

じ

め

と

す

る

令

和

８

年

度

税

制

改

正

を

織

り

込

み

更

に

内

容

を

充

実

。

　

Ｂ

５

判

、

９

４

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

７

４

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

相

続

税

法

第

�

条

《

未

分

割

遺

産

に

対

す

る

課

税

》

の

規

定

に

基

づ

く

申

告

等

に

よ

り

確

定

し

た

遺

産

が

先

行

相

続

の

遺

産

分

割

に

よ

っ

て

減

少

し

た

こ

と

を

理

由

と

す

る

更

正

の

請

求

に

つ

い

て

、

当

該

申

告

等

に

よ

り

確

定

し

た

遺

産

の

価

額

を

前

提

と

す

る

も

の

で

は

な

い

た

め

、

同

法

第

�

条

《

更

正

の

請

求

の

特

則

》

第

１

項

第

１

号

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

に

は

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

Ａ

、

同

Ｂ

及

び

同

Ｃ

（

請

求

人

ら

）

が

、

請

求

人

ら

の

父

を

被

相

続

人

と

す

る

相

続

（

一

次

相

続

）

の

後

に

相

続

が

開

始

し

た

請

求

人

ら

の

母

を

被

相

続

人

と

す

る

相

続

（

二

次

相

続

）

の

相

続

税

に

お

い

て

、

一

次

相

続

に

係

る

遺

産

を

民

法

に

規

定

す

る

相

続

分

の

割

合

で

取

得

し

た

も

の

と

し

て

二

次

相

続

の

遺

産

に

含

め

て

申

告

し

て

い

た

が

、

そ

の

後

、

請

求

人

ら

が

一

次

相

続

に

係

る

遺

産

の

分

割

に

つ

い

て

協

議

し

、

請

求

人

ら

の

母

が

一

次

相

続

に

係

る

遺

産

を

取

得

し

な

い

こ

と

を

内

容

と

す

る

遺

産

分

割

を

成

立

さ

せ

た

た

め

、

二

次

相

続

に

係

る

課

税

価

格

が

減

少

し

た

と

し

て

相

続

税

法

に

規

定

す

る

更

正

の

請

求

の

特

則

に

よ

る

各

更

正

の

請

求

を

し

た

。

そ

れ

に

対

し

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

各

更

正

の

請

求

は

当

該

特

則

に

よ

る

更

正

の

請

求

に

該

当

し

な

い

と

し

て

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

各

通

知

処

分

を

し

た

こ

と

か

ら

、

請

求

人

ら

が

そ

の

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

。

国

税

不

服

審

判

所

は

、

当

該

特

則

に

規

定

す

る

事

由

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

に

は

該

当

し

な

い

と

し

て

、

各

通

知

処

分

は

適

法

で

あ

る

と

し

た

（

令

和

７

年

�

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

請

求

人

ら

の

父

で

あ

る

Ｄ

（

被

相

続

人

父

）

は

、

平

成

�

年

�

月

に

死

亡

し

、

そ

の

相

続

（

本

件

第

１

次

相

続

）

に

係

る

法

定

相

続

人

は

、

被

相

続

人

父

の

配

偶

者

（

請

求

人

ら

の

母

）

で

あ

る

Ｅ

及

び

請

求

人

ら

の

４

名

で

あ

る

。

　

本

件

第

１

次

相

続

に

お

い

て

は

、

課

税

価

格

の

合

計

額

が

基

礎

控

除

額

以

下

で

あ

っ

た

と

し

て

、

相

続

税

の

申

告

は

さ

れ

て

い

な

い

。

　

Ｅ

（

本

件

被

相

続

人

）

は

、

�

年

３

月

に

死

亡

し

、

そ

の

相

続

（

本

件

第

２

次

相

続

）

に

係

る

法

定

相

続

人

は

、

請

求

人

ら

の

３

名

で

あ

る

。

　

請

求

人

ら

は

、

本

件

第

２

次

相

続

に

係

る

相

続

税

の

申

告

期

限

ま

で

に

遺

産

分

割

が

成

立

し

な

か

っ

た

た

め

、

相

続

税

法

第

�

条

《

未

分

割

遺

産

に

対

す

る

課

税

》

の

規

定

に

基

づ

き

法

定

相

続

分

の

割

合

で

遺

産

を

取

得

し

た

も

の

と

し

て

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

　

な

お

、

本

件

第

１

次

相

続

に

係

る

遺

産

に

つ

い

て

、

請

求

人

Ｃ

は

、

本

件

被

相

続

人

が

法

定

相

続

分

の

割

合

で

取

得

し

て

い

た

も

の

と

し

て

当

該

遺

産

を

申

告

し

た

が

、

請

求

人

Ａ

及

び

請

求

人

Ｂ

は

、

当

該

遺

産

を

申

告

し

て

い

な

か

っ

た

。

　

そ

の

後

、

請

求

人

ら

は

原

処

分

庁

所

属

の

調

査

担

当

職

員

の

調

査

を

受

け

、

請

求

人

Ａ

及

び

請

求

人

Ｂ

は

、

�

年

�

月

３

日

に

修

正

申

告

書

を

提

出

し

た

。

ま

た

、

請

求

人

Ｃ

は

、

�

年

�

月

�

日

に

更

正

の

請

求

書

を

提

出

し

、

原

処

分

庁

は

、

同

月

�

日

付

で

当

該

更

正

の

請

求

の

全

部

を

認

め

る

更

正

処

分

を

し

た

。

　

当

該

修

正

申

告

及

び

当

該

更

正

処

分

の

結

果

（

本

件

申

告

等

）

、

本

件

第

１

次

相

続

に

係

る

遺

産

を

含

む

請

求

人

ら

の

取

得

財

産

の

価

額

の

合

計

額

並

び

に

債

務

及

び

葬

式

費

用

の

合

計

額

が

一

致

し

、

本

件

第

２

次

相

続

に

係

る

取

得

財

産

の

価

額

の

合

計

額

か

ら

債

務

及

び

葬

式

費

用

の

合

計

額

を

控

除

し

た

金

額

（

遺

産

の

総

額

）

は

、

○

○

○

○

円

と

な

っ

た

。

　

請

求

人

ら

は

、

本

件

第

１

次

相

続

及

び

本

件

第

２

次

相

続

に

係

る

遺

産

の

分

割

に

つ

い

て

協

議

し

、

令

和

６

年

３

月

�

日

付

で

、

各

遺

産

分

割

協

議

書

を

作

成

し

て

、

本

件

第

１

次

相

続

及

び

本

件

第

２

次

相

続

に

係

る

遺

産

分

割

を

成

立

さ

せ

た

。

　

請

求

人

ら

は

、

本

件

第

１

次

相

続

に

係

る

遺

産

分

割

協

議

を

成

立

さ

せ

た

こ

と

な

ど

か

ら

、

本

件

第

２

次

相

続

に

お

け

る

遺

産

の

総

額

が

減

少

し

、

相

続

税

額

が

減

少

す

る

と

し

て

、

相

続

税

法

第

�

条

《

更

正

の

請

求

の

特

則

》

の

規

定

に

基

づ

き

、

６

年

５

月

７

日

に

各

更

正

の

請

求

（

本

件

各

更

正

の

請

求

）

を

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

６

年

８

月

�

日

付

で

、

本

件

各

更

正

の

請

求

に

対

し

、

更

正

を

す

べ

き

理

由

が

な

い

旨

の

各

通

知

処

分

（

本

件

各

通

知

処

分

）

を

し

た

。

　

請

求

人

ら

は

、

本

件

各

通

知

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

、

６

年

�

月

�

日

に

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

本

件

各

更

正

の

請

求

は

、

相

続

税

法

第

�

条

第

１

項

第

１

号

に

規

定

す

る

事

由

を

理

由

と

し

た

更

正

の

請

求

が

で

き

る

場

合

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

相

続

税

法

第

�

条

の

規

定

に

基

づ

く

申

告

等

（

そ

の

後

に

更

正

が

あ

っ

た

場

合

に

は

そ

の

更

正

を

い

う

）

に

よ

り

確

定

し

た

二

次

相

続

に

係

る

遺

産

が

、

一

次

相

続

に

係

る

遺

産

分

割

に

よ

り

減

少

し

た

場

合

で

あ

っ

て

も

、

相

続

税

法

第

�

条

第

１

項

第

１

号

の

規

定

は

適

用

さ

れ

る

と

解

釈

す

べ

き

で

あ

り

、

同

号

に

規

定

す

る

事

由

を

理

由

と

し

た

更

正

の

請

求

が

で

き

る

場

合

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

未

分

割

の

遺

産

を

分

割

し

た

結

果

、

既

に

確

定

し

た

課

税

価

格

及

び

相

続

税

額

が

過

大

に

な

る

か

否

か

の

判

断

に

当

た

っ

て

、

算

定

の

基

礎

と

な

る

遺

産

の

価

額

は

、

申

告

（

そ

の

後

に

更

正

が

あ

っ

た

場

合

に

は

そ

の

更

正

）

に

よ

り

確

定

し

た

遺

産

の

価

額

を

基

礎

と

す

べ

き

で

あ

り

、

申

告

（

そ

の

後

に

更

正

が

あ

っ

た

場

合

に

は

そ

の

更

正

）

に

よ

り

確

定

し

た

遺

産

の

価

額

を

前

提

と

し

な

い

更

正

の

請

求

は

、

相

続

税

法

第

�

条

第

１

項

第

１

号

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

に

当

た

ら

な

い

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

　

請

求

人

ら

は

、

相

続

に

係

る

被

相

続

人

が

一

次

相

続

に

係

る

遺

産

を

取

得

し

な

い

こ

と

な

ど

を

内

容

と

す

る

遺

産

分

割

の

成

立

に

よ

り

、

本

件

相

続

に

係

る

遺

産

の

総

額

が

減

少

し

た

と

い

う

理

由

で

更

正

の

請

求

を

行

っ

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

同

号

に

規

定

す

る

事

由

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

に

は

該

当

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



「

ど

ろ

ん

？

」

「

そ

う

、

ど

ろ

ん

で

す

わ

」

　

片

桐

は

両

手

の

指

先

を

胸

の

前

で

忍

者

の

よ

う

に

組

み

、

人

差

し

指

を

立

て

て

み

せ

た

。

「

３

人

が

３

人

、

い

な

く

な

っ

た

ん

で

す

」

　

そ

こ

に

現

れ

た

の

が

、

こ

れ

ま

で

面

識

な

ど

一

切

な

い

比

嘉

善

蔵

だ

っ

た

。

「

正

直

、

驚

き

ま

し

た

」

片

桐

は

い

っ

た

。

「

沖

縄

の

、

そ

れ

も

数

カ

月

ほ

ど

前

ま

で

高

校

の

教

頭

先

生

だ

っ

た

方

が

職

を

辞

し

、

お

さ

ん

ぺ

い

越

し

に

な

り

、

三

平

運

輸

の

社

長

を

お

や

り

に

な

る

と

い

う

。

そ

れ

だ

け

で

も

驚

き

な

ら

、

１

千

万

円

が

入

っ

た

封

筒

を

持

参

さ

れ

、

〝

こ

れ

を

５

千

万

円

の

貸

付

金

の

返

済

の

一

部

に

充

当

し

て

も

ら

い

た

い

。

残

金

に

つ

い

て

は

、

私

が

一

切

を

引

き

受

け

る

か

ら

、

と

る

い

に

か

く

、

３

人

に

累

が

及

ば

ぬ

よ

う

ご

配

慮

い

た

だ

き

た

い

〟

　

そ

う

お

っ

し

ゃ

る

と

、

応

接

の

ソ

フ

ァ

か

ら

す

く

っ

と

立

ち

上

が

ら

れ

、

深

々

と

頭

を

下

げ

ら

れ

た

の

で

す

よ

」

「

累

が

及

ば

ぬ

よ

う

…

…

」

「

え

え

、

そ

う

で

す

。

た

と

え

ば

詐

欺

罪

と

い

っ

た

刑

事

事

件

と

し

て

、

弊

社

が

３

人

を

訴

え

る

よ

う

な

こ

と

は

し

な

い

で

欲

し

い

と

」

「

で

も

、

三

平

運

輸

が

会

社

と

し

て

借

り

た

の

な

ら

、

三

平

運

輸

が

返

済

す

れ

ば

よ

い

こ

と

で

、

そ

れ

を

な

ぜ

比

嘉

さ

ん

が

？

」

「

当

時

聞

い

た

話

で

は

、

ど

う

も

三

平

運

輸

に

は

、

登

記

に

は

な

い

第

三

者

が

経

営

に

参

画

し

て

い

た

よ

う

で

、

そ

の

者

が

難

色

を

示

し

て

い

た

と

か

…

…

」

「

実

質

経

営

者

か

、

何

か

で

す

か

？

」

「

詳

し

く

は

私

も

知

り

ま

せ

ん

。

た

だ

、

い

ず

れ

に

し

て

も

、

会

社

内

で

、

ご

た

ご

た

が

あ

っ

た

よ

う

で

す

わ

」

「

結

果

と

し

て

御

社

は

、

比

嘉

さ

ん

の

債

務

引

受

を

お

認

め

に

な

っ

た

わ

け

で

す

ね

」

し

か

「

え

え

、

そ

う

で

す

」

顔

を

顰

め

た

片

桐

が

、

「

さ

す

が

に

経

理

部

も

法

務

部

も

反

対

し

ま

し

た

よ

。

た

だ

、

例

の

常

務

が

、

自

分

が

事

の

発

端

だ

っ

た

だ

け

に

、

不

良

債

権

化

す

れ

ば

自

分

の

責

任

問

題

に

も

な

り

か

ね

ま

せ

ん

か

ら

、

い

わ

ば

渡

り

に

船

と

、

〝

そ

れ

に

越

し

た

こ

と

は

な

か

ろ

う

〟

と

自

分

の

判

断

の

甘

さ

を

棚

に

上

げ

、

ゴ

リ

押

し

し

た

ん

で

す

わ

。

す

べ

て

は

自

分

の

保

身

の

た

め

に

」

「

な

る

ほ

ど

。

た

だ

そ

れ

に

し

て

も

、

ど

う

し

て

比

嘉

さ

ん

は

、

そ

こ

ま

で

し

て

３

人

を

か

ば庇

お

う

と

し

た

ん

で

し

ょ

う

か

」

げ

「

そ

こ

な

ん

で

す

。

ど

う

に

も

解

せ

な

い

ん

で

す

。

そ

れ

で

あ

る

時

、

飲

み

に

誘

っ

た

ん

で

す

。

沖

縄

の

人

は

よ

く

飲

ま

れ

ま

す

か

ら

。

飲

め

ば

舌

も

滑

ら

か

に

な

り

、

比

嘉

社

長

も

本

当

の

こ

と

を

話

し

て

く

れ

る

ん

じ

ゃ

な

い

か

と

思

い

。

　

で

も

、

そ

う

は

い

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

　

比

嘉

さ

ん

、

沖

縄

の

人

に

は

珍

し

く

、

か

げ

こ

ら

っ

き

し

飲

め

な

い

下

戸

だ

っ

た

ん

で

す

」

あ

っ

け

　

杉

江

は

呆

気

に

と

ら

れ

た

。

の

ん

べ

い

　

過

去

の

調

査

で

社

長

は

、

〝

呑

兵

衛

の

私

も

楽

し

ん

だ

〟

の

だ

か

ら

認

定

賞

与

も

や

む

な

し

―

―

と

言

っ

て

い

た

で

は

な

い

か

。

そ

れ

は

、

ま

っ

た

く

の

嘘

だ

っ

た

の

か

？

…

…

。

「

ま

あ

、

付

き

合

っ

て

い

た

だ

け

た

の

は

、

弊

社

が

取

引

先

だ

っ

た

か

ら

で

し

ょ

う

な

。

　

私

だ

け

が

酔

っ

払

い

、

酔

い

に

ま

か

せ

て

し

つ

よ

う

執

拗

に

お

聞

き

し

た

か

ら

で

し

ょ

う

。

　

一

言

こ

う

お

っ

し

ゃ

っ

た

ん

で

す

。

　

―

―

戦

友

と

の

約

束

だ

と

」

「

戦

友

っ

て

、

軍

隊

の

で

す

か

？

」

「

そ

う

で

す

、

先

の

大

戦

の

、

で

す

。

　

結

局

、

比

嘉

社

長

か

ら

は

、

債

務

引

受

を

す

る

に

至

っ

た

経

緯

を

お

聞

き

す

る

こ

と

は

叶

い

ま

せ

ん

で

し

た

。

た

だ

、

そ

れ

が

戦

友

と

の

約

束

で

あ

っ

た

こ

と

は

間

違

い

な

い

。

　

私

は

大

正

生

ま

れ

。

戦

争

の

悲

惨

さ

は

、

よ

く

分

か

っ

て

い

る

つ

も

り

で

す

。

　

ご

存

知

の

と

お

り

、

沖

縄

は

、

こ

の

日

本

で

、

住

民

を

巻

き

込

む

大

規

模

な

地

上

戦

が

行

わ

れ

た

場

所

で

す

。

沖

縄

戦

で

は

、

当

時

の

沖

縄

県

民

の

４

人

に

１

人

が

命

を

落

と

し

た

と

も

い

わ

れ

、

一

般

住

民

約

�

万

人

を

含

む

、

約

�

数

万

人

も

の

人

々

が

犠

牲

と

な

っ

た

地

で

す

。

　

戦

友

が

、

沖

縄

の

人

で

あ

っ

た

か

は

、

私

に

は

わ

か

り

ま

せ

ん

。

い

や

、

そ

ん

な

こ

と

は

ど

う

で

も

い

い

ん

で

す

。

あ

の

狂

気

と

も

い

え

る

戦

時

下

で

、

人

と

人

と

が

約

束

を

交

わ

し

た

。

そ

の

内

容

が

ど

う

だ

っ

た

か

を

、

け

い

け

い

せ

ん

さ

く

他

人

が

軽

々

に

詮

索

し

て

は

な

ら

な

い

。

　

だ

か

ら

、

私

は

も

う

そ

れ

以

上

何

も

聞

き

ま

せ

ん

で

し

た

わ

。

こ

の

件

に

つ

い

て

私

ご

と

き

が

立

ち

入

る

幕

で

は

な

い

と

思

い

」

　

椅

子

に

座

っ

た

杉

江

の

顔

か

ら

は

、

血

の

気

が

失

せ

て

い

た

。

　本連載を担当する税理士の加藤博己です。世の中は

「生成ＡＩ」の話題で持ちきりですが、「今さら新し

いデジタルツールなんて……」と、どこか他人事のよ

うに感じていませんか。

　実は、この記事を書いている私自身、生成ＡＩが普

及したときには既に�代でした。世の中にはもっと若

くて、ＡＩの高度な知識や経験を持つ税理士の先生が

たくさんいらっしゃいます。それでもあえて私がこの

ペンを執ったのは、「�代の私でもできたのだから、

焦らずひとつずつやれば絶対に大丈夫ですよ」と、皆

さんの背中をそっと押したかったからです。

　いま、税理士業界を取り巻く環境は厳しくなってい

ます。法改正への対応などで業務工数は増える一方、

業界全体では深刻な人手不足。「これ以上、どうやっ

て仕事を回せばいいんだ」と頭を抱えている所長先生

や職員の方も少なくないのではないでしょうか。

　そんなとき、真っ先に頭に浮かぶのが「人」の採用

ですが、そう簡単には見つかりません。そこで提案し

たいのが、ＡＩを「優秀なアシスタント」として事務

所に迎えるという選択肢です。

　こう言うと、「ＡＩが間違った税務判断をしたらどう

するんだ�」と不安に思う方もいるでしょう。確かに、

ＡＩに税法を完璧に解釈させて、複雑な税務判断を丸

投げするにはまだリスクがあります。ですから、最初

からそんな「中心業務」を任せる必要はありません。

　まずは、リスクの低い「事務作業（周辺業務）」か

ら手伝ってもらいましょう。例えば、お客さまへ送る

案内文の作成、長文のビジネスメールの下書き、ある

いは社内向けの議事録の要約などです。これらは仮に

多少の間違いがあったとしても、大きなトラブルにつ

ながる可能性は低く、また人間が最終チェックを行う

場合も、それほど時間はかかりません。

　大事なのは、まずは身近なパソコン作業をちょっと

だけ手伝ってもらう感覚です。

　この連載では、難しい専門用語はできるだけ使わず、

明日から事務所で使える「ＡＩへの賢い頼み方」を具

体的にお伝えしていきます。人間と同じで、こちらが

上手に指示を出せば、ＡＩは�時間文句も言わずに働

いてくれる最高の相棒になります。

　人手不足に悩む日々に、少しだけ心のゆとりを。私

と一緒に、焦らず最初の一歩を踏み出してみませんか。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　神奈川・鎌倉税務署管内の税務関係６団体で

構成されている鎌倉団体長会（会長＝青木政行

公益社団法人鎌倉法人会会長）は８月３日、中学

生の「税についての作文」対策セミナーを開催す

る。

　今年も夏の暑さを考慮し、ビデオ通話アプリ

「Ｚｏｏｍ」を活用して中学生が自宅で受講する

方式で行う。６団体がリレー形式で講師を務め、

全国の中学１～３年生が参加可能。昨年は、セミ

ナーを受講した生徒の中から２人が受賞した。

　同会は、「へぇ～�と驚く、『税』について

のさまざまなトピックスが満載です。作文を書

く人も書かない人も、税について興味のある方

は、ぜひ参加してください」と呼び掛けている。

　詳細は次のとおり。

【開催日時】８月３日（月）午前�時～�時�分

【対 象 者】中学生（１年生～３年生）

【申込方法】グーグルフォームで、「学校名」

「学年」「氏名（フリガナ）」「メ

ールアドレス」等を記載して送信。

右下の二次元コードを読み取るこ

とで、申し込みサイトに簡単にア

クセスできる。なお、これらの個

人情報は、同セミナー以外には使

用しない。

【参 加 費】無料

【問い合わせ先】鎌倉税務署総務課

（℡０４６７―�―５５９１）

　

一

般

社

団

法

人

福

岡

県

法

人

会

連

合

会

（

柴

戸

隆

成

会

長

）

は

６

月

�

日

、

福

岡

市

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

同

連

合

会

役

員

と

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

白

津

吉

弘

課

税

第

２

部

長

ら

幹

部

、

福

岡

県

の

関

係

者

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

約

１

５

０

人

が

出

席

し

た

。

　

柴

戸

会

長

＝

写

真

＝

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

①

税

知

識

の

普

及

と

納

税

意

識

の

高

揚

の

事

業

と

し

て

大

規

模

法

人

税

務

研

修

会

等

の

開

催

、

租

税

教

育

活

動

の

指

導

・

支

援

、

②

税

制

お

よ

び

税

務

に

関

す

る

調

査

研

究

・

提

言

に

関

す

る

事

業

に

税

制

改

正

提

言

の

取

り

ま

と

め

、

③

地

域

企

業

の

健

全

な

発

展

と

地

域

社

会

へ

の

貢

献

目

的

の

事

業

に

講

演

会

の

開

催

や

豪

雨

災

害

等

へ

の

義

援

金

の

寄

託

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

令

和

８

年

度

事

業

計

画

を

報

告

。

続

い

て

議

事

に

移

り

、

７

年

度

収

支

決

算

報

告

を

承

認

し

た

。

　

京

都

信

用

金

庫

（

榊

田

隆

之

理

事

長

）

は

６

月

�

日

、

京

都

市

内

の

本

店

で

、

下

京

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

と

公

益

社

団

法

人

下

京

納

税

協

会

後

援

の

下

、

「

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

推

進

」

宣

言

式

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

大

阪

国

税

局

の

岡

拓

也

徴

収

部

長

、

京

都

府

府

税

事

務

所

の

藤

本

賢

次

所

長

、

京

都

府

下

の

関

係

各

税

務

署

長

を

は

じ

め

、

多

く

の

関

係

者

が

一

堂

に

会

し

た

。

　

　

　

　

宣

言

式

で

は

、

榊

田

理

事

長

が

「

安

心

・

安

全

に

納

税

が

完

結

で

き

る

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

利

用

を

地

域

の

方

々

へ

広

く

呼

び

掛

け

る

な

ど

、

利

用

推

進

に

積

極

的

に

取

り

組

む

」

と

力

強

く

宣

言

し

、

岡

徴

収

部

長

に

宣

言

書

を

手

渡

し

た

＝

写

真

。

　

　

ま

た

、

式

典

に

先

立

ち

、

同

金

庫

の

職

員

ら

約

�

人

が

本

店

前

の

四

条

通

に

立

ち

、

地

域

一

体

と

な

っ

た

普

及

と

定

着

を

図

る

た

め

、

通

行

人

に

リ

ー

フ

レ

ッ

ト

を

手

渡

す

街

頭

Ｐ

Ｒ

活

動

も

実

施

し

た

。

　

福

岡

税

務

署

（

内

田

良

宏

署

長

）

は

６

月

�

日

、

プ

ロ

バ

ス

ケ

ッ

ト

ボ

ー

ル

チ

ー

ム

「

ラ

イ

ジ

ン

グ

ゼ

フ

ァ

ー

フ

ク

オ

カ

」

の

中

谷

麻

登

選

手

と

と

も

に

、

久

山

町

立

山

田

小

学

校

で

６

年

生

�

人

を

対

象

に

租

税

教

室

を

開

催

し

た

。

　

ま

ず

同

署

職

員

が

税

金

の

意

義

と

役

割

に

つ

い

て

説

明

し

、

児

童

ら

は

「

み

ん

な

の

安

全

や

暮

ら

し

を

守

る

た

め

、

教

育

な

ど

に

ど

れ

く

ら

い

の

税

金

が

使

わ

れ

て

い

る

の

か

」

を

学

ん

だ

。

　

続

い

て

、

中

谷

選

手

に

手

助

け

さ

れ

な

が

ら

、

１

億

円

の

レ

プ

リ

カ

紙

幣

を

持

ち

上

げ

、

そ

の

重

さ

や

大

き

さ

な

ど

か

ら

、

集

め

ら

れ

た

税

金

や

お

金

の

大

切

さ

を

実

感

し

て

い

た

＝

写

真

。

　

公

益

財

団

法

人

納

税

協

会

連

合

会

（

本

荘

武

宏

会

長

）

は

６

月

�

日

、

ホ

テ

ル

阪

急

イ

ン

タ

ー

ナ

シ

ョ

ナ

ル

で

、

令

和

８

年

度

定

時

評

議

員

会

と

創

立

�

周

年

記

念

式

典

を

開

催

し

た

。

　

開

式

の

あ

い

さ

つ

と

し

て

、

本

荘

会

長

は

「

令

和

８

年

度

に

お

き

ま

し

て

も

、

税

務

当

局

な

ら

び

に

税

務

協

力

団

体

と

の

連

携

を

一

層

進

め

な

が

ら

、

各

地

域

の

納

税

協

会

と

力

を

合

わ

せ

て

、

税

に

関

す

る

正

し

い

知

識

の

普

及

と

納

税

道

義

の

高

揚

に

向

け

、

鋭

意

取

り

組

ん

で

参

り

ま

す

」

な

ど

と

述

べ

た

＝

写

真

。

　

議

事

で

は

令

和

７

年

度

事

業

報

告

と

決

算

、

退

任

に

伴

う

評

議

員

、

任

期

満

了

に

伴

う

理

事

お

よ

び

監

事

の

選

任

を

審

議

し

、

承

認

さ

れ

、

８

年

度

事

業

計

画

と

収

支

予

算

に

つ

い

て

報

告

が

さ

れ

た

。

続

い

て

開

催

さ

れ

た

臨

時

理

事

会

で

は

会

長

・

副

会

長

お

よ

び

専

務

理

事

の

選

定

な

ど

が

審

議

さ

れ

、

承

認

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

表

彰

式

が

開

催

さ

れ

、

退

任

協

会

長

へ

の

感

謝

状

贈

呈

、

会

員

拡

大

等

に

尽

力

し

た

納

税

協

会

へ

の

表

彰

状

贈

呈

、

永

年

勤

続

者

へ

の

表

彰

状

贈

呈

が

行

わ

れ

た

。

　

引

き

続

き

、

同

連

合

会

創

立

�

周

年

記

念

式

典

が

盛

大

に

行

わ

れ

、

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

大

阪

国

税

局

の

彦

谷

直

克

局

長

、

近

畿

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

の

佐

々

木

宏

会

長

ら

が

出

席

。

そ

の

後

、

記

念

祝

賀

会

が

行

わ

れ

、

�

周

年

を

祝

っ

た

。

　

東

京

・

神

田

間

税

会

（

石

澤

長

一

郎

会

長

）

は

６

月

�

日

、

都

内

で

「

酒

税

法

と

日

本

酒

」

「

日

本

酒

の

種

類

と

味

わ

い

の

違

い

」

を

テ

ー

マ

に

し

た

勉

強

会

を

開

催

し

た

。

　

当

日

は

、

同

会

会

員

や

神

田

税

務

署

の

千

葉

啓

之

署

長

を

は

じ

め

と

す

る

同

署

幹

部

が

出

席

。

　

勉

強

会

で

は

、

初

め

に

同

署

の

酒

類

指

導

官

に

よ

る

酒

税

法

の

基

礎

講

座

で

、

日

本

酒

ラ

ベ

ル

の

用

語

や

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

に

も

登

録

さ

れ

た

「

伝

統

的

酒

造

り

」

に

つ

い

て

学

ん

だ

後

、

東

京

小

売

酒

販

組

合

神

田

支

部

の

小

川

聡

氏

と

、

「

久

保

田

」

の

蔵

元

で

あ

る

朝

日

酒

造

株

式

会

社

の

中

村

諒

氏

が

、

代

表

的

な

日

本

酒

の

味

わ

い

の

違

い

を

解

説

し

た

。

　

出

席

者

は

、

解

説

を

聞

き

な

が

ら

実

際

に

日

本

酒

の

飲

み

比

べ

を

行

い

、

勉

強

会

は

終

始

華

や

い

だ

雰

囲

気

に

包

ま

れ

た

＝

写

真

。

　

石

澤

会

長

は

、

「

会

活

動

の

活

性

化

と

会

員

の

税

に

関

す

る

知

識

の

向

上

を

目

的

に

、

今

後

も

各

分

野

の

専

門

的

な

講

師

を

招

い

た

勉

強

会

を

企

画

す

る

こ

と

で

、

会

活

動

に

新

た

な

活

気

を

呼

び

込

み

た

い

」

と

し

て

い

る

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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